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地域脱炭素化促進事業制度の全体像

市町村：促進区域等の策定

 市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの計画に位置づけ、適
合する事業計画を認定する仕組み。

 地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、

住民や事業者等が参加する協議会を活用し、

 再エネ事業に関する促進区域や、

 再エネ事業に求める

・地域の環境保全のための取組

・地域の経済・社会の発展に資する取組

を自らの計画に位置づける。

※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、

 協議会における合意形成を
図りつつ、

 市町村の計画に適合する
よう再エネ事業計画を作成
し、認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、

 事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、

 市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続等

を要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業
は当該許可手続等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続が不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ

協議
同意

協議会

個別法令に基づく
事業計画の確認

国
都道府県

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域

環境省資料から引用



1. 国の環境保全に係る基準
(促進区域設定に係る環境省令）

国

2. 都道府県基準の設定
都道
府県

3. 促進区域・地域の環境の保全
のための取組等の設定

市町村

4. 地域脱炭素化促進事業計画
の策定

事業者

5. 地域脱炭素化促進事業計画
の認定

市町村

• 協議会等での協議
• ワンストップ化の特例
• アセス配慮書省略

• 協議会等での協議
＜地方公共団体実行計画＞
促進区域・地域の環境の保全

のための取組等

その他のエリア
除外
すべき
区域

市町村が
考慮すべき
区域・事項

その他のエリア
除外
すべき
区域

市町村が
考慮すべき
区域・事項

＜地域脱炭素化促進事業計画＞

地域脱炭素化
促進施設の整備

地域の脱炭素化
のための取組

地域の環境の保全
のための取組

地域の経済及び
社会の持続的発展

に資する取組

地域脱炭素化促進事業計画認定の主なプロセス
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「北海道GX推進税制」における
地域との合意形成
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・対象事業者が実施するGX事業又は金融事業の計画を知事が認定する
・対象事業者の道税（法人道民税（均等割除く）・法人事業税・道固定資産税）を最大10年免除
・対象事業者の道税（不動産取得税）を最大全額免除

北海道脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進のための
道税の課税の特例に関する条例の概要

制定の趣旨

制定の内容

北海道経済の活性化に資するよう、道税の課税の特例及びその特例の適用に必要な事業計画の認定等に関する事項を定めるこ
とにより、地域における自然環境及び生活環境との調和の下に、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行（以下「GX」という。）に資
する産業及び金融機能の集積並びに当該産業の供給網の構築を図る。

○ 令和５年12月 政府が「金融・資産運用特区」の創設に向け、関心を有する自治体の募集を公表。
○ 令和６年１月 北海道・札幌市が共同で「北海道・札幌GX金融・資産運用特区」を国に提案。
○ 令和６年６月 政府が北海道と札幌市を「金融・資産運用特区」に決定。併せて、「国家戦略特別区域」に指定。

⇒ 北海道におけるGX産業及び札幌市における金融機能の強化・集積等を図るため、道税の課税の特例制度を設ける。

制定動機

施行期日等
令和７年４月１日

計画の認定（第３条）

○ＧＸ事業及び金融事業を営み、又は営もうとする者の特定事業
計画を道が認定

事業報告等（第６条）
○上記事業者は毎事業年度終了後に事業の実績を報告
○道は事業が計画に基づき実施され、課税免除等要件に適合する
ことを確認し、課税免除等の適否、対象税目及び課税免除等の
算定に必要な割合を決定

開始等の届出(第５条）

○計画を認定された事業者に対し事務所の設置、家屋や土地の取
得、これらを事業の用に供したときの届出を義務付け

道税の課税免除等（第10条～第17条）

○対象となる道税について課税免除等を実施する
・法人道民税・法人事業税
・不動産取得税・道固定資産税

○本条例による課税免除等の適用については、他の条例の規定に
よる課税免除等を優先して適用することとする

他の条例との調整（第19条）

○事業計画の変更の認定、認定の取消し
○事業者に対する報告徴収、立入検査

その他の規定

（GX事業:1～5年目全額、
6～10年目:1/2）

（金融事業:1～10年目全額※
※道固定資産税を除く
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地域との合意形成に関する要件について（ＧＸ事業）

○計画認定の際に、関係法令の遵守や地域の合意形成等に関して実施を予定する内容を報告することとし、
その内容を確認できるものを対象とする。

○事業報告の際に、関係法令の遵守や地域の合意形成等に関して実施した内容が確認できるものを対象と
する。

〇合意形成に資する取組や配慮事項をガイドラインに例示する。

【地域の合意形成の確認について】
・道が計画を認定するにあたり確認する地域の合意形成の状
況については、立地市町村の意見を基本とし、これに寄りが
たい状況が認められる場合は再エネ導入に関する地域向け
の相談窓口や、関係課・関係機関とも連携しながら、更なる
状況把握に努める。

【ガイドラインにおける記載例】
１ 生活環境への配慮事項
・施設の適切な維持管理、地域特性（雪捨て場の確保、 用水
路の整備、私道の整備など）など
２ 自然環境への配慮事項
・動植物等の生態系への配慮、環境教育等の実施、地域特性
（環境保全の取組への協賛、施設の色彩調整など）など
３ 地域社会への配慮事項
・地域説明会や事業報告会の開催、地域振興（収益の地域還
元、地域の 交流スペースの整備、地元調達・雇用の確保等）
など

～手続きの流れ～

上記の手続きを踏まえ、認定事務を行う

立
地
市
町
村

事

業

者

④意見の提出

⑥照会

②対話の促し
②情報提供

北 海 道

③対話：地域共生の取組の確認

⑦意見の提出⑤計画申請
（意見の反映）

①事前相談

（相談窓口設置）

「北海道GX推進税制」について

10


